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　５月31日（土）、「第20回たぶせ・
城南ホタルまつり」が城南小学校をメ
イン会場として開催されました。
　まつり会場では多くの出店が軒を連
ねる中、「ホタルと音楽の夕べ」と題し
て、山城太鼓やバンド演奏などが行わ
れました。（17ページ関連記事）
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大雨・土砂災害から身を守るために
臨時福祉給付金など
国民健康保険税のお知らせ
介護保険料のお知らせ
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大雨で冠水した一本松地区
（平成 22 年 7 月）

2014　6/13 号　

▼
早
目
に
避
難
し
ま
し
ょ
う

　
「
土
砂
災
害
の
前
ぶ
れ
が
あ
る
と
き
」

や
「
何
か
お
か
し
い
」
と
感
じ
た
ら
、

隣
近
所
で
声
を
か
け
あ
っ
て
早
め
に
安

全
な
場
所
に
避
難
し
ま
し
ょ
う
。特
に
、

近
所
に
高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な
人

が
い
る
場
合
は
、
お
互
い
に
助
け
あ
っ

て
早
め
の
避
難
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、事
前
に
避
難
場
所
や
避
難
ル
ー

ト
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼
冠
水
し
た
路
面
の

　
　
　

通
行
は
危
険
で
す
！

　

安
全
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
冠
水
し

た
路
面
を
通
行
し
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

路
面
の
隠
れ
た
障
害
物
や
、
水
路
と

の
境
界
が
見
え
な
い
場
合
、
マ
ン
ホ
ー

ル
の
ふ
た
が
外
れ
て
い
る
場
合
も
あ

り
、
大
変
危
険
で
す
。

　全国的に局地的な豪雨による被害が多発するなか、県内でも平成 21 年７月
の豪雨により死者 22 人を含む甚大な災害が発生しました。
　災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が重要です。

大雨・土砂災害から

身を守るために
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○
災
害
な
ど
の
状
況
に
応
じ
て
、
二
次
避

難
場
所
を
開
設
す
る
際
に
は
、
広
報

車
、
防
災
行
政
無
線
、
田
布
施
町
防
災
・

防
犯
メ
ー
ル
等
に
よ
り
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

◇
避
難
場
所
に
関
す
る
問
合
せ
先

・
町
役
場（
代
表
）　

☎
52
‐
２
１
１
１

・
総　

務　

課　
　

☎
52
‐
５
８
０
２

・
町
民
福
祉
課　
　

☎
52
‐
５
８
１
０

広報たぶせNo.923

○一次避難場所（自主避難場所）

地　域 避難場所

城　　南 城南公民館

西田布施 西田布施公民館

東田布施 東田布施公民館

麻　　郷 麻郷公民館

麻  里  府 麻里府保育園

●田布施町防災・防犯メールとは
　登録者に、気象情報、火災情報、避難情報な

どの情報を携帯電話やパソコンに無料で配信
するサービスです。

●注意事項
・利用規約を必ず読んで登録してください。

　登録方法等詳しくは、町ホームページをご覧
ください。

「田布施町防災・防犯メール」に登録しよう！ 問総務課　☎５２- ５８０２

①下記の登録・変更用アドレスへ空メール
（件名・本文なし）を送信してください。

　URL：e-tabuse@xpressmail.jp
　

②登録メールが届きます。指定アドレスに
アクセスしてください。

③登録画面の指示に従って、配信を希望す

　ＱＲコード対応の携帯電話を
ご利用の場合は、右図から
アドレスを読み取れます。

地　域 該当する自治会名 マップ避難場所

東田布施
八和田、上げ、土井の内、塩坪、天神、
本町、新町、波野市、配原、祇園 東田布施小学校

大波野中、大波野上 大波野中央会館

西田布施
瀬戸（田布施川以北）、定井手、砂田、
一本松、寿 田布施農工高校

瀬戸（田布施川以南）、長田 西田布施公民館

麻　　郷 新川、高塔、八海、旭 スポーツセンター

城　　南
瓜迫、吉井、城南 城南公民館

葛岡 城南学園体育館

▼田布施川・灸川洪水ハザードマップの避難場所

　山口県の土砂災害警戒区域の指定に伴い、田布施町土砂災害ハ
ザードマップを作成し、各戸に配布しています。
　土砂災害は、台風などにより大雨が降ると山地の急な斜面や地
盤の緩くなった山肌が崩れて土砂岩石や木々が大量の水と一緒に
なって、私たちの街に襲いかかってくる恐ろしい災害です。
　土砂災害に関する正しい認識と情報を入手し、危険を感じたら
直ぐに避難してください。各地域の土砂災害に関する避難所は、
ハザードマップで確認してください。

●登録方法 る項目にチェックしてください。
④「登録」ボタンを押して登録完了です。

　◎緊急連絡先
　　　災害の発生、豪雨やがけ崩れなどで応急の対応が必要なときは、緊急連絡先に通報してください。

町役場（代表） ☎52-2111 土砂災害、河川はん濫
らん

、家屋浸水、交通障害など

柳井土木建築事務所 ☎22-0396 主要道路交通障害、河川はん濫など

光地区消防組合東消防署 ☎52-3103 人命救助、けが人・病人の搬送

▼土砂災害ハザードマップの避難先
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臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
　
に
つ
い
て

☎
52-

５
８
１
０

臨時福祉給付金 支給要件

・平成 26 年度分の住民税が課税されていない人が対象です。
　ただし　・課税されている人に生活の面倒を見てもらっている場合
　　　　　・生活保護の受給者である場合　など　　　　　　　　　　は除きます。

・１人につき　10,000 円
・下記の《加算対象者》は１人につき　5,000 円　を加算

福
祉
係
（
臨
時
福
祉
給
付
金
）

児
童
係
（
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
）

問
町
民
福
祉
課

○支給額

○支給対象者

支給要件子育て世帯臨時特例給付金

　次のどちらの要件も満たす人が対象です。
　　①平成 26 年１月分の児童手当・特別給付※を受給
　　②平成 25 年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
　※特別給付とは、所得が高額な人について、児童１人当たり月額 5,000 円を支給している

　　ものです。

○対象児童

○支給対象者

　支給対象者の平成 26 年１月分の児童手当・特別給付の対象となる児童
　ただし　・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
　　　　　・生活保護の受給者となっている児童　など　は除きます。

○支給額
　対象児童１人につき　10,000 円

　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請時期・方法についてお知らせします。

　現在、７月から申請受付ができるように準備しています。

　町では、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の支給要件に該当すると思われる世帯に

対して、６月下旬から７月初旬に申請書と詳しい資料を送付することとしています。申請手続きは

郵送での受付も可能となっておりますのでご利用ください。

※町では、窓口での混雑を避けるため、受付期間中は町役場1階会議室に給付金の専用窓口を開

設いたします。また、この期間中、給付金に関する専用電話（☎５３- ４０８０）を設置いたしますので、

ご利用ください。

　《加算対象者》
　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
　・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
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対象者診断チャート

生活保護を受けて
いますか。

加算対象の基礎年
金・児童扶養手当
等を受給していま
すか。

対象ではありません。

※保護基準の改定で消費税の
　負担に対応します。

26 年度分の住民税は課
税されていますか。

26 年１月分の児童手当等を受
給していますか。

（中学生以下の児童がいますか）

25 年 の 所 得 は 制
限額以上ですか。

26 年度分の住民税が課税
されている人に生活の面
倒（扶養になっている）を
みてもらっていますか。

対象ではありません。

臨時福祉給付金の支給
対象者となる可能性が
あります。（10,000円）

臨 時 福 祉
臨時福祉給付金の支給
対象者となる可能性が
あります。（加算を含
む 15,000 円）

臨 時 福 祉
子育て世帯臨時特例給
付金の支給対象者とな
る可能性があります。

（10,000 円）

子育て世帯

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい
いいえ

はい はい

いいえ

※基準日は平成 26 年１月１日となります
（当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。）

スタート

　対象者診断チャートで確認し、支給要件に該当すると思われる人で、７月中旬を過ぎてもお手元に申

請書などが届いていない場合や、ご不明な点がある場合は、町民福祉課までお問い合わせください。
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国民健康保険税のお知らせ

問健康保険課　賦課徴収係　☎５２ ‐ ５８０９

内　　訳 計算の説明
税　　率　　等

医療保険分 後期高齢者
医療支援分 介護保険分

Ａ　所得割額
平成 25 年中の総所得金額等－基礎控除

（33 万円）の額に税率を乗じる
7.6% 2.1% 2.3%

Ｂ　均等割額 被保険者１人につき 24,000 円 7,000 円 15,000 円

Ｃ　平等割額 １世帯につき 24,000 円 7,000 円

年間保険税 Ａ＋Ｂ＋Ｃ（ただし、賦課限度額まで）
賦課限度額

51 万円
賦課限度額

16 万円
賦課限度額

14 万円

◎国民健康保険税は、世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者になります。世帯主が国民健康保険加入者で
ない場合も擬制（みなし）世帯主となり、納税義務者になります。

◎国民健康保険税は、加入者の所得、世帯の加入者数に応じて算出される所得割額・均等割額・世帯別平等割
額の合計額で、医療保険分、後期高齢者医療支援分、介護保険分についてそれぞれ上記の方法で計算します。

◎後期高齢者医療支援分は、すべての国保加入者に課税されます。介護保険分は40歳から64歳の人に課税さ
れます。

◎年度途中で65歳になられる人の介護保険分は、あらかじめ65歳到達月以降の介護保険分を課税していません。
◎年度途中で75歳になられる人は、後期高齢者医療制度に移行するため、あらかじめ75歳到達月以降の国民

健康保険税を課税していません。
◎年度途中で40歳になられる人の介護保険分は40歳到達月以降に課税します。

　平成26年度の国民健康保険税の税率などは次のとおりです。
　地方税法施行令の改正により、軽減の判定方法、賦課限度額の変更があります。

▼国民健康保険税の税率および計算方法 【平成 26 年度】

▼改正内容

①  ２割軽減の拡大
　（平成25年度）　　・・・33万円＋35万円×（被保険者数＋旧国保被保険者数）
　（平成26年度～）　・・・33万円＋45万円×（被保険者数＋旧国保被保険者数）
②  ５割軽減の拡大
　（平成25年度）　　・・・33万円＋24.5万円×｛（被保険者数－世帯主）＋旧国保被保険者数｝
　（平成26年度～）　・・・33万円＋24.5万円×（被保険者数＋旧国保被保険者数）
③  賦課限度額の引き上げ
　（平成25年度）　　・・・後期高齢者医療支援分14万円、介護保険分12万円
　（平成26年度～）　・・・後期高齢者医療支援分16万円、介護保険分14万円
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■
同
じ
世
帯
内
で
75
歳
以
上
の
人

が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

し
、
75
歳
未
満
の
人
が
引
き
続
き

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
場

合
、
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　
（
申
請
は
不
要
）

○
現
在
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

を
受
け
て
い
る
世
帯
で
世
帯
構
成

や
収
入
が
変
ら
な
い
場
合
は
、
同

様
の
軽
減
を
恒
久
的
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
75
歳
以
上
の
人
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ

り
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

が
１
人
に
な
る
場
合
（
特
定
世

帯
）、
５
年
間
は
平
等
割
額
が
２

分
の
１
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

５
年
経
過
し
た
後
も
世
帯
構
成
に

変
更
が
な
い
場
合
（
特
定
継
続
世

帯
）
は
、
継
続
し
て
３
年
間
、
平

等
割
額
が
４
分
の
３
と
な
り
ま

す
。

軽減（減額）区分

軽減後の金額

均等割額（１人につき） 平等割額（１世帯につき）

医療保険分 後期高齢者
医療支援分 介護保険分 医療保険分 後期高齢者

医療支援分

軽減なし世帯 24,000 円 7,000 円 15,000 円 24,000 円 7,000 円

７割軽減世帯
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円以下

7,200 円 2,100 円 4,500 円 7,200 円 2,100 円

５割軽減世帯
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円＋ 24 万 5 千円×（被保険者数＋旧国保被
保険者数）以下

12,000 円 3,500 円 7,500 円 12,000 円 3,500 円

２割軽減世帯
世帯主と被保険者の軽減判定所得が 33 万
円＋ 45 万円×（被保険者数＋旧国保被保険
者数）以下

19,200 円 5,600 円 12,000 円 19,200 円 5,600 円

■
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
前
年

所
得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合

次
の
と
お
り
国
民
健
康
保
険
税
の

均
等
割
額
・
平
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

※
軽
減
措
置
の
判
定
を
す
る
際
に
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
世
帯
主
の
所
得
も
含
め
て
判
定

し
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
構
成
に
変

更
が
な
い
場
合
は
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
の
移
行
者
（
75
歳
以

上
の
人
）の
所
得
も
判
定
し
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
人
で
公
的
年
金
の

所
得
が
あ
る
場
合
、
公
的
年
金
所

得
か
ら
15
万
円
（
上
限
）
を
差
し

引
い
た
額
で
軽
減
の
判
定
を
し
ま

す
。 国

民
健
康
保
険
税
の

軽
減
・
減
免

▼国民健康保険税の軽減割合別税額

■
75
歳
以
上
の
人
が
被
用
者
保
険
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
の
被

扶
養
者
で
65
歳
～
74
歳
の
人
（
旧

被
扶
養
者
）
が
新
た
に
国
民
健
康

保
険
に
加
入
す
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
当
分
の
間
、
次
の
減
免
措

置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
申
請
は
初
年
度
の
み
で
２
年
度

目
の
申
請
は
不
要
）。

○
所
得
割
額
は
賦
課
し
ま
せ
ん
。

○
均
等
割
額
が
２
分
の
１
に
な
り
ま

す
。

○
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
が
旧
被

扶
養
者
の
み
の
場
合
は
、
平
等
割

額
が
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
す

で
に
特
定
同
一
世
帯
で
軽
減
を
受

け
て
い
る
人
は
減
額
に
な
り
ま
せ

ん
）。

※
均
等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
は
、
７

割
軽
減
・
５
割
軽
減
・
２
割
軽
減

に
複
数
該
当
し
て
も
重
複
し
て
減

額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

災害などで損害を受けたときや、病気・会社都合に

よる失業などにより納付がきわめて困難なときは、

国保税の減免や猶予が受けられる場合があります。

困ったときは、お早めに町役場健康保険課へご相談

ください。

納付が困難な人は、
まずご相談を！



82014　6/13 号　

非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

平
成
26
年
３
月
31
日
以
降
に
非
自
発
的
な
失
業
（
解
雇
等
）
に
よ
り
町
の
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
人
に
対
し
て
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
は
、
平
成

26
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
申
請
必
要
）。

●
対
象
者
に
つ
い
て

　

次
の
条
件
三
つ
に
す
べ
て
該
当
さ
れ
る
人
が

対
象
に
な
り
ま
す
。

・
離
職
日
が
平
成
26
年
３
月
31
日
以
降
の
人

・
失
業
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

・
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
ま
た
は
特
定

●
軽
減
額
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
割
額
は
、
前
年
分

の
所
得
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
は
、
離
職
者
本
人
に
か
か
る
前
年
分
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し
て
計
算

し
ま
す
。

　

世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
前
年
所
得
が
一

定
の
基
準
以
下
の
場
合
、
国
民
健
康
保
険
税
の

均
等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
が
軽
減
（
7
割
軽

減
・
5
割
軽
減
・
2
割
軽
減
）
さ
れ
ま
す
が
、

軽
減
判
定
時
に
お
い
て
も
離
職
者
本
人
の
所
得

を
前
年
分
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し

て
算
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
給
与
所
得
以
外
の

所
得
に
つ
い
て
は
軽
減
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
上
位
所
得
・
一
般
・
町
民
税
非
課

税
の
三
つ
の
世
帯
で
区
分
さ
れ
る
高
額
療
養
費

な
ど
の
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
に
つ
い
て

も
、
非
自
発
的
失
業
者
の
給
与
所
得
を
１
０
０

分
の
30
と
し
て
算
定
し
ま
す
。 

●
申
請
に
つ
い
て

○
随
時
、
健
康
保
険
課
の
窓
口
で
申
請
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
す
で
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

人
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑

・
新
た
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
る
人

は
、
会
社
の
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
ま

た
は
退
職
証
明
書
な
ど
退
職
日
が
確
認
で
き

る
書
類
と
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑

【
特
定
受
給
資
格
者
離
職
理
由
一
覧
】

　

離
職
理
由
コ
ー
ド
／
離
職
理
由

11

解
雇

12

天
災
等
の
理
由
に
よ
り
事
業
の
継
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
解
雇

21

雇
止
め（
雇
用
期
間
３
年
以
上
で
雇
止
め
通
知
が
あ
る
場
合
）

22

雇
止
め（
雇
用
期
間
３
年
未
満
で
更
新
の
明
示
が
あ
る
場
合
）

31

事
業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

32

事
業
所
移
転
等
に
伴
う
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

【
特
定
理
由
離
職
者
離
職
理
由
一
覧
】

　

離
職
理
由
コ
ー
ド
／
離
職
理
由

23

期
間
満
了（
雇
用
期
間
３
年
未
満
で
更
新
の
明
示
が
な
い
場
合
）

33

正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職（
31
、
32
以
外
）

34

正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職（
被
保
険
者
期
間
12
カ
月
未
満
）

※
た
だ
し
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
お
よ
び
特
例
受
給
資
格
者
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

理
由
離
職
者
の
人

※
特
定
受
給
資
格
者
ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者

の
判
定
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記

載
し
て
あ
る
離
職
理
由
欄
が
次
の
と
お
り
の

コ
ー
ド
か
ど
う
か
で
確
認
し
ま
す
。

問
健
康
保
険
課　

賦
課
徴
収
係　

☎
52
‐
５
８
０
９

申
請
必
要

●
軽
減
期
間
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
期
間

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
就
職
し
て
も

引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
会
社
の
健

康
保
険
に
加
入
す
る
な
ど
国
民
健
康
保
険
を

脱
退
す
る
と
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
25
年
３
月
31
日
～
平
成
26
年
３

月
30
日
の
間
に
離
職
さ
れ
た
人
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減
期
間
が
平
成
26
年
度
ま
で

軽
減
対
象
期
間
が
あ
り
ま
す
が
、
以
前
に
軽

減
申
請
さ
れ
て
い
れ
ば
再
度
申
請
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

非
自
発
的
失
業
者
の

国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

離
職
年
月
日

軽
減
対
象
期
間

平
成
25
年
3
月
31
日
～

　

平
成
26
年
3
月
30
日

平
成
27
年
３
月
末

ま
で
（
25
・
26
年
度
）

平
成
26
年
3
月
31
日
～

　

平
成
27
年
3
月
30
日

平
成
28
年
３
月
末

ま
で
（
26
・
27
年
度
）
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平成 26 年度の介護保険料について

広報たぶせNo.923

　高齢者の増加とともに介護保険制度の利用も年々増加しています。
　それに伴い65歳以上の人の介護保険料の額は、３年ごとに見直されます。平成24 ～ 26年度の
３年間に町で必要となる介護保険給付額から算出した「基準額」※をもとに、その人の世帯の所得に
応じて決定します（今年度は保険料の改定はありません）。
　介護保険料は、介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支えていくための大切な財源となり
ます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

所得段階 対象となる人
平成 26 年度

保険料額

第１段階
生活保護受給者や老齢福祉年金受給者※ 1 で、世帯全員が住民税非課税
の人

25,200 円

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収
入額の合計が 80 万円以下の人

25,200 円

第３段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収
入額の合計が 120 万円を超える人

37,800 円

第３段階
（特例）

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収
入額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の人

32,760 円

第４段階
（基準額）

世帯の誰かに住民税が課税されているが、被保険者本人は住民税非課税
の人

50,400 円

第 4 段階
（特例）

第４段階に該当される人で、被保険者本人の前年の合計所得金額と前
年の課税年金収入額の合計が 80 万円以下の人

41,830 円

第５段階
被保険者本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円未満の
人

56,950 円

第６段階
被保険者本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上
190 万円未満の人

63,000 円

第７段階
被保険者本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 190 万円以上の
人

75,600 円

田布施町で必要な
介護サービスの
給付額

65 歳以上の人の
　　負担分
　　約 21％

田布施町に住む
65 歳以上の人数

保険料の基準額
50,400 円　（年額）

▼所得段階別保険料

※基準額の算定方法

※ 1 老齢福祉年金　明治 44 年 4 月 1 日以前に生まれた人、または大正 5 年 4 月 1 日以前に生まれた人で、一定の要件
　　　　　　　　　を満たしている人が受けている年金です。

問健康保険課　賦課徴収係　☎52 ‐ ５８０９

町で必要な介護サービスの総費用は、２分の１を国・県・本町が負担し、残る２分の１を第１号被保
険者保険料（65 歳以上の人）と第２号被保険者保険料（40 ～ 64 歳の人）で負担します。

➡
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　　後期高齢者医療保険料は、２年に一度見直しがされることとなっています。
　平成26年度の後期高齢者医療保険料の改定は次のとおりです。

① 世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の所得金額※の   
合計額が 33 万円以下の人

　　⇒均等割額が 8.5 割軽減となります
　　※この場合の所得金額とは、基礎控除はせず65歳以上で公的年金控除を受
　　　けている人は最大15万円を控除したものです。
② ①の人のうち、世帯内の「後期高齢者医療制度の被保険者全員」が、年金収 

入 80 万円以下で他の所得がない場合
　　⇒均等割額が 9 割軽減となります
③ 後期高齢者医療制度に加入する直前は「会社などの健康保険の被扶養者（国

民健康保険組合を除く）」であった人
　　⇒均等割額が 9 割軽減となります
④ 年金収入が 153 万円以上 211 万円以下（給与収入等がある場合でも、総所得金

額が 91 万円以下であれば対象となります）の人
　　⇒所得割額が 5 割軽減となります

後期高齢者医療保険料が改定されました

■所得の低い世帯については、国民健康保険税と同様の軽減措置に加え、以下の軽減措
置を行います。

問健康保険課　賦課徴収係　☎５２- ５８０９

【後期高齢者医療保険制度には、減免制度があります】
　災害などの理由で一定の基準に該当し、必要と認められた場合は、申請により保険
料が減免されることがあります。
　詳しくは、健康保険課 賦課徴収係までお問い合わせください。

（注）均等割額は、重複して軽減を受けることはできません。

平成 26・27 年度

均等割額 50,431 円

所得割率 10.17%

上限額 57 万円

平成 24・25 年度

均等割額 47,474 円

所得割率 9.45%

上限額 55 万円

　　また、均等割額の軽減の対象範囲が拡大されます。

平成 26 年度以降
　33万円＋（45 万円×被保険者数）以下　33万円＋（35万円×被保険者数）以下

【２割軽減】

平成 26 年度以降
　33万円＋（24.5万円×被保険者数）以下

　33万円＋（24.5万円×

　　　世帯主を除いた被保険者数）以下

【５割軽減】
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介護保険「利用者負担
額減額制度」のご案内

　介護保険制度には、申請により介護サービス
を利用する人の自己負担軽減制度があります。

種類・内容 対象となる人

●介護保険負担限度額認定制度
介護保険施設、ショートステイを利用する
人の居住費（滞在費）・食費の自己負担額を
軽減

○第１段階…世帯全員が住民税非課税で、老齢福
祉年金受給者または生活保護受給者

○第２段階…世帯全員が住民税非課税で、年間の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万
円以下の人

○第３段階…世帯全員が住民税非課税で、上記以
外の人・課税世帯特例減額措置対象者

※所得の状況などにより、負担額が異なります。

●社会福祉法人等利用者負担軽減確認制度
利用者負担軽減の対象となる社会福祉法人が
行う訪問介護、通所介護、短期入所、施設入
所などの介護サービスを利用した場合、自己
負担額の１／４（老齢福祉年金受給者は１／
２）を減額

世帯全員が住民税非課税で、年間収入が単身世帯
で 150 万円、世帯員が１人増えるごとに 50 万円
を加えた額以下の人で、日常生活に供する資産以
外に活用できる資産がなく、負担能力のある親族
等に扶養されていないことなどの要件を満たす人

問健康保険課　介護保険係　☎５２- ５８０９

※介護保険料のお支払い方法については、特別徴収（年金からの天引き）が優先されるため、普通徴収（納付書払い、
口座振替）に変更することはできません。

※国民健康保険税および後期高齢者医療保険料のお支払い方法について、特別徴収（年金からの天引き）を中止し、口
座振替での納付に変更することができます。口座振替をご希望の人は、健康保険課で手続きしてください（７月 31
日までに手続きをされると10 月から年金天引きが中止され口座振替となります）。

※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。これにより、世帯全
体の所得税・住民税の負担額が下がる場合があります。

　対象となる人は、健康保険課介護保険係で手
続きをしてください。該当した人には、認定証
等を発行します。
　認定証等は、介護サービスを利用する場合に
必ずサービス提供事業所に提示してください。

7 月中旬に、『国民健康保険税』、『介護保険料』、『後期高齢者医療保険料』
の通知書を被保険者の人へ送付します

　お支払方法については、下記のいずれかとなります

■納付書または口座振替でのお支払（普通徴収）
年額を７月から翌年２月までの８期に分け、納付書または口座振替による納付

■納付書または口座振替でのお支払（普通徴収）と年金からの天引きでのお支払（特別徴収）
●７月・８月・９月を納付書または口座振替により納付していただき、残りの額を10月・12月・翌

年２月の３期に分け、年金から天引きで納付

●４月・６月・８月に年金から天引きで納付していただき、残りの額を９月から翌年２月までの６期
に分け、納付書または口座振替による納付

■年金から天引きでのお支払（特別徴収）
４月・６月・８月・10月・12月・翌年２月の６期に分け、年金から天引きで納付
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■
特
定
健
康
診
査

●
対
象
と
な
る
人

　

40
歳
～
74
歳
で
町
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
（
毎
年
度
４
月
１

日
現
在
で
加
入
し
て
い
る
人
）。
対
象

者
に
は
、
５
月
下
旬
に
「
特
定
健
康
診

査
受
診
券
」と「
質
問
票
」を
送
付
し
て

い
ま
す
。

※
た
だ
し
、
町
が
実
施
す
る
「
外
来
人

間
ド
ッ
ク
助
成
事
業
」
を
利
用
さ
れ

る
人
は
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
被
用
者
保
険
（
全
国
健
康
保
険
協
会

管
掌
健
康
保
険
・
健
康
保
険
組
合
・

共
済
組
合
等
）
に
加
入
し
て
い
る
人

お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
に
は
、
加
入

し
て
い
る
保
険
者
か
ら
健
診
方
法
等

に
つ
い
て
通
知
さ
れ
る
予
定
で
す
。

●
受
診
方
法
等
に
つ
い
て

　

原
則
と
し
て
、
平
成
26
年
６
月
１
日

か
ら
平
成
27
年
１
月
31
日
ま
で
の
間

に
、
郡
内
の
実
施
医
療
機
関
で
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。（
医
療
機
関
に
よ
っ
て

は
予
約
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

　

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、「
特
定
健
康

診
査
受
診
券
（
も
え
ぎ
色
）」、「
質
問

票
」、「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」

を
必
ず
医
療
機
関
の
受
付
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
診
結
果
に
つ
い
て
は
、
受

診
さ
れ
た
月
の
約
２
カ
月
後
に
個
別
に

通
知
し
ま
す
。

※
生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
人
に

は
、「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」と「
質

問
票
」
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
受

診
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
保
健
セ

ン
タ
ー（
☎
52
‐
４
９
９
９
）ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
受
診
料（
自
己
負
担
金
）

　

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
受
診
料
を
お
支
払
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。（
受
診
券
に
自
己
負

担
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）

・
40
歳
～
69
歳
の
人

 　
　
　

１
５
０
０
円　

⇩
　
１
０
０
０
円

・
70
歳
～
74
歳
の
人

　
　
　
　

８
０
０
円　

⇩　
　

５
０
０
円

■
特
定
保
健
指
導

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生
活
習
慣

の
改
善
が
必
要
と
さ
れ
た
人
を
対
象

に
、
保
健
師
、
管
理
栄
養
士
が
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
い
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
サ

ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
通
知

し
ま
す
。
な
お
、
特
定
保
健
指
導
は
無

料
で
行
い
ま
す
。

『特定健康診査・特定保健指導』

○
対
象
と
な
る
人

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い

る
人
（
75
歳
以
上
の
人
、
65
歳
～
74

歳
の
人
で
一
定
の
障
害
が
あ
り
認
定

を
受
け
た
人
）

　

対
象
者
に
は
、
５
月
下
旬
に
「
健

康
診
査
受
診
券
」と「
質
問
票
」を
送

付
し
て
い
ま
す
。

○
受
診
方
法
等
に
つ
い
て

　

原
則
と
し
て
、
平
成
26
年
６
月
１

日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
、
実
施
医
療
機
関
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。（
医
療
機
関
に
よ
っ
て

は
予
約
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

　

受
診
を
さ
れ
る
際
に
は
、「
健
康

診
査
受
診
券（
黄
色
）」、「
質
問
票
」、

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」を

必
ず
医
療
機
関
の
受
付
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
診
結
果
に
つ
い
て
は
、

受
診
さ
れ
た
医
療
機
関
で
説
明
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

○
受
診
料（
自
己
負
担
金
）

  

受
診
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
受
診
料
５
０
０
円
を
自
己

負
担
で
お
支
払
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

『後期高齢者の健康診査』
　後期高齢者医療に加入している人は、山口県後期高齢者医療広域連合が実施する

「健康診査」を受診することになります。

問健康保険課　保険年金係　☎ 52 ‐ ５８０９健康診査のお知らせ

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査を実施いたします。メタボリック
シンドロームは生活習慣病との関わりが深いとされており、早期発見や予防をすることが大変重要です。
特定健康診査は自覚症状が現れにくい生活習慣病の発見に役立つほか、毎年１回の健康チェックにもなり、
ご自身の健康管理に役立ちますのでぜひご利用ください。
　また、特定健康診査をより多くの人に利用していただけるよう、受診料（自己負担金）を引き下
げました。これを機に今まで受診されたことがない人はぜひ受診してみてください。
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～春の叙勲～

田中　信雄 さん（奈良）

瑞宝単光章（消防功労）

　昭和47年に消防団に入団して以来、永き
にわたり、消防業務に精励されました。

元田布施町消防団 第３分団長 

補
助
犬
受
給
者
の
募
集
に
つ
い
て

○
募
集
期
間　
　

５
月
８
日（
木
）～
７
月
10
日（
木
）

○
募
集
人
員　
　

１
～
２
人

○
応
募
資
格（
次
の
全
て
の
項
目
に
該
当
す
る
人
）

　

①
盲
導
犬
・
介
助
犬
・
聴
導
犬
の
種
類
ご
と
に
、
身
体
障
害
者
手
帳

　
　

の
交
付
を
受
け
て
い
る
在
宅
の
障
害
者　

※
条
件
あ
り

　

②
山
口
県
に
１
年
以
上
居
住
し
、
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
で
満
18

　
　

歳
以
上
の
人

　

③
住
居
内
に
お
い
て
補
助
犬
と
と
も
に
生
活
し
、
飼
育
が
可
能
な
人

　

④
補
助
犬
と
の
共
同
訓
練
ま
た
は
合
同
訓
練
が
可
能
な
人

　
　
（
盲
導
犬
：
約
１
カ
月
間　

介
助
犬
：
約
40
日
間　

聴
導
犬
：
約
10
日
間
）

　

⑤
そ
の
人
の
属
す
る
世
帯
の
平
成
25
年
の
所
得
税
額
が
３
９
６
万
円

　
　

以
下
の
人

　
　
《
詳
細
は
、
町
民
福
祉
課
福
祉
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。》

○
提
出
書
類

　

・
補
助
犬
給
付
申
請
書

　

・
誓
約
書

　

・
家
屋
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
の
補
助
犬
飼
育
同
意
書

　
　
（
借
家
に
移
住
す
る
人
）

　

・
応
募
者
の
世
帯
全
員
の
平
成
26
年
度
所
得
・
課
税
証
明
書

　

・
障
害
程
度
申
告
書

○
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

山
口
県
健
康
福
祉
部　
　
　
　
　
　
　

町
民
福
祉
課　

福
祉
係

　

障
害
者
支
援
課
社
会
参
加
推
進
班　
　

☎
５
２
‐
５
８
１
０

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
７
６
５

県
で
は
、
障
害
者
の
社
会
参
加
と
自
立
更
生
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
補
助
犬
受
給
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

 おめでとうございます

山本　雅規 さん（西田布施）

瑞宝単光章（鉄道業務功労）

　永きにわたり鉄道業務に精励された功績が
認められ、表彰されました。

元日本国有鉄道職員 
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平
成
４
年
に
体
育
指
導
委
員
を
委
嘱
さ
れ
22
年
、
今
年
度
か
ら
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
が

全
面
改
正
（
平
成
23
年
６
月
）
さ
れ
委
員
の
名
称
も
変
更
と
な
り
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
に

な
ら
れ
た
佐
々
木
さ
ん
に
田
布
施
町
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
町
田
布
施
の
実
現
に
向
け
て

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
役
割
は
、
本
町
で

も
全
て
の
町
民
が
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
活
動
に
様
々
な
形
で
関
わ
り
健
康
で

生
き
が
い
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

な
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
取
り
組
む
こ

と
で
す
。

　

目
指
す
姿
と
し
て
は
、
町
民
一
人
一
人
の

年
齢
、
体
力
等
に
応
じ
て
（
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
）
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し

み
、
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
ス
ポ
ー
ツ
を
支

え
る
活
動
に
参
画
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
地

域
ス
ポ
ー
ツ
推
進
拠
点
整
備
、
健
康
お
よ
び

体
力
の
保
持
促
進
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
推
進

に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

将
来
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
心

身
の
成
長
過
程
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
が
ス

ポ
ー
ツ
活
動
を
通
じ
て
生
涯
に
渡
っ
て
逞
し

く
生
き
る
た
め
の
健
全
な
心
と
身
体
を
培

い
、
豊
か
な
人
間
性
の
か
ん
養
や
学
校
体
育

の
充
実
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
の

指
導
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
を

支
え
る
人
材
の
育
成
に
取
り
組
み
ま
す
。
地

域
の
資
源
や
特
性
を
活
か
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の

持
つ
多
様
な
力
を
様
々
な
分
野
で
活
用
し
た

地
域
づ
く
り
を
促
進
す
る
と
共
に
、
町
民
が

主
体
と
な
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
推
進
活
動
を
促
進

す
る
た
め
の
環
境
作
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

施
策
推
進
の
取
組
と
し
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ

活
動
へ
の
参
加
の
促
進
で
す
。

　

最
近
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
過

去
１
年
間
に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
っ
て
い
た
人
は

５
５
．
４
％
と
半
数
以
上
の
人
が
ス
ポ
ー
ツ

を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
残
る
半
数
近

く
の
人
が
過
去
１
年
間
全
く
ス
ポ
ー
ツ
を

行
っ
て
い
な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
町
民
に
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
を
喚
起

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
正
等
に
応
じ
た
ス
ポ
ー

ツ
活
動
へ
の
参
加
意
欲
を
高
め
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

全
く
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
行
わ
な
か
っ
た
人

が
今
後
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
ス
ポ
ー
ツ

は（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
散
歩
・
体
操（
軽
い
）・

ラ
ジ
オ
体
操
）
等
、
気
軽
に
行
え
る
ス
ポ
ー

ツ
が
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
町

民
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
の
適
正
等
に
あ
っ
た
、

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
機
会
を
増
や
し
て
い
き

ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
に
向
け

た
普
及
・
啓
発
の
取
組
と
し
て
は
、
ス
ポ
ー

ツ
に
対
す
る
さ
ら
な
る
関
心
と
理
解
を
深
め

ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
｛
す
る
、
観
（
る
）、
支

え
る
｝
立
場
か
ら
の
積
極
的
な
参
加
を
促
進

す
る
た
め
、
町
内
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は

新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
現
在

開
催
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
検
討
や

見
直
し
を
い
た
し
ま
す
。
多
く
の
町
民
が
ス

ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
を
深
め
、
自
主
的
に
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
各

関
係
機
関
や
関
係
団
体
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な

ど
を
町
の
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
記
載
し

啓
発
を
図
る
と
共
に
、
報
道
機
関
へ
の
ス

ポ
ー
ツ
に
関
す
る
情
報
の
積
極
的
な
提
供
に

努
め
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
れ
か
ら
も
微
力
で
は
あ
り
ま

す
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
行
政
と
町
民
の
パ

イ
プ
役
と
し
て
本
町
の
ス
ポ
ー
ツ
全
般
に
協

力
し
て
参
り
ま
す
。

土
井
の
内
自
治
会
　
佐
々
木
　
光み

つ

ぐ嗣

第 33 回田布施川さくら健康マラソン
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第166回

東田布施サッカースポーツ少年団

東田布施小学校

　

僕
た
ち
東
田
布
施
サ
ッ
カ
ー
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
は
、
２
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
の
総
勢
25
人（
男
子
19
人
、

女
子
６
人
）
で
、
東
田
布
施
小
学
校

を
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
活
動
し
て

い
ま
す
。

　

毎
週
土
曜
日
14
時
か
ら
が
全
体
練

習
の
日
で
、
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
練
習
の
成
果
を
試
合
で

発
揮
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

残
念
な
が
ら
な
か
な
か
勝
て
ず
に
い

ま
す
。
で
も
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
と
て

も
か
っ
こ
い
い
で
す
。
よ
く
サ
ン
フ

レ
ッ
チ
ェ
が
い
る
っ
て
言
わ
れ
ま

す
。

　

試
合
以
外
に
も
年
間
を
通
じ
て

色
々
な
行
事
が
あ
り
ま
す
。
親
子

サ
ッ
カ
ー
や
キ
ャ
ン
プ
な
ど
で
す
。

親
子
サ
ッ
カ
ー
で
は
お
父
さ
ん
や
お

母
さ
ん
と
勝
負
し
ま
す
が
、
い
つ
も

け
ち
ょ
ん
け
ち
ょ
ん
に
や
ら
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
大
人
気
な
い
で
す
。
で

も
楽
し
い
で
す
。
い
つ
か
勝
っ
て
や

る
！

　

夏
に
は
キ
ャ
ン
プ
を
し
ま
す
。
練

習
の
後
に
み
ん
な
で
食
べ
る
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
は
最
高
で
す
。
肝
試
し
も
し

ま
す
。
頭
で
は
分
か
っ
て
お
り
、
い

つ
も
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
頑
張
っ

て
い
ま
す
が
正
直
と
て
も
怖
い
で

す
。
特
に
監
督
の
前
説
が
た
ま
り
ま

せ
ん
。
け
ど
最
後
は
み
ん
な
と
色
々

な
話
を
し
な
が
ら
一
緒
に
寝
ま
す
。

今
年
も
楽
し
み
で
す
。

　

他
に
も
カ
ラ
オ
ケ
に
行
っ
た
り
し

ま
す
。
た
ま
に
勝
っ
た
時
に
保
護
者

の
人
が
く
れ
る
ご
褒
美
で
す
。
あ
め

と
む
ち
だ
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
僕
た
ち
と
一
緒
に
サ
ッ

カ
ー
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。
気
軽
に

見
学
や
体
験
に
来
て
く
だ
さ
い
。

　

一
緒
に
熱
い
汗
を
流
し
ま
し
ょ

う
。
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

   

私
た
ち
と
人
権
シ
リ
ー
ズ
110

厚
東
　
和
彦

東
日
本
大
震
災

田
布
施
中
学
校　

校
長

　

２
０
１
１
年
３
月
11
日
金
曜
日
。
忘

れ
も
し
な
い
、
東
日
本
大
震
災
。
あ
の

テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
た
津
波
や
火
災

の
映
像
は
映
画
の
よ
う
で
し
た
。

　

そ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
衝
撃
を
受
け
て
い

た
と
き
、
２
０
０
０
年
に
語
学
研
修
の

た
め
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
半
年
を
過

ご
し
、
苦
楽
を
と
も
に
し
た
メ
ン
バ
ー

だ
っ
た
福
島
県
や
そ
の
近
県
の
茨
城

県
、
群
馬
県
の
先
生
方
の
顔
が
頭
を
よ

ぎ
り
ま
し
た
。

　

地
震
発
生
の
翌
日
か
ら
、
携
帯
電
話

や
メ
ー
ル
で
先
生
方
の
安
否
を
確
認
し

よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
呼
び
出
し
音
が

延
々
と
鳴
り
響
く
だ
け
で
し
た
。

　

地
震
発
生
か
ら
３
日
後
、
群
馬
県
の

先
生
か
ら
無
事
を
知
ら
せ
る
メ
ー
ル
が

届
き
ま
し
た
。
茨
城
県
の
先
生
と
も
電

話
が
つ
な
が
り
、
元
気
な
声
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
５
日
後
、

一
番
の
被
災
地
で
あ
る
福
島
県
の
先
生

と
連
絡
が
取
れ
、
全
員
無
事
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
、
本
当
に
嬉
し
か
っ
た

の
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
被
災
地
に
対
す
る

風
評
被
害
、
被
災
者
へ
の
心
な
い
言
動

等
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
じ
ら
れ
ま
し

た
。「
福
島
ナ
ン
バ
ー
の
車
は
来
る
な

と
言
わ
れ
た
。」「
避
難
先
の
転
校
し
た

学
校
で
心
な
い
言
葉
を
言
わ
れ
た
。」

等
、
心
が
痛
む
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
が
報

道
さ
れ
た
の
で
す
。

　

被
災
者
に
罪
は
な
く
、
む
し
ろ
、
家

族
を
亡
く
さ
れ
た
り
家
屋
が
流
さ
れ
た

り
し
て
心
に
大
き
な
傷
を
負
っ
て
お
ら

れ
る
方
々
で
す
。
少
し
考
え
れ
ば
、
被

災
者
の
皆
さ
ん
の
状
況
は
理
解
で
き
る

は
ず
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
い
っ

た
ニ
ュ
ー
ス
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

我
々
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
の
は
自

分
自
身
の
こ
と
で
す
が
、
社
会
で
生
き

て
い
く
以
上
、
周
り
の
人
た
ち
へ
の
さ

り
げ
な
い
心
遣
い
や
優
し
い
声
か
け
な

ど
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
田
布
施
中
の
生
徒
に
は
、
そ
う
い

う
こ
と
が
で
き
る
社
会
人
に
成
長
し
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

福
島
県
の
先
生
は
幸
い
に
も
大
き
な

被
害
を
免
れ
、
御
家
族
も
全
員
無
事

で
、
現
在
元
気
に
仕
事
を
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
帰
国

し
て
始
め
た
先
生
方
と
の
メ
ー
ル
の
や

り
取
り
は
、
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。

サークルスケッチ

東田布施サッカースポーツ少年団のメンバー

ゴールに向かって、一生懸命ドリブル！
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★
米
こ
う
じ
の
甘
酒
寒
天
★

「
米
こ
う
じ
」の
甘
酒
は
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
素
材
の
甘
さ
が
あ

り
、
体
に
優
し
い
栄
養
成
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。「
酒
か
す
」

の
甘
酒
と
違
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ま
な
い
の
で
、
お
酒
が

苦
手
な
人
で
も
食
べ
ら
れ
ま
す
。

初
夏
に
ピ
ッ
タ
リ
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
デ
ザ
ー
ト
は
い
か
が
で

す
か
。

作
り
方

食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

① 

鍋
に
、
水
と
寒
天
を
入
れ
て
火
に
か
け
、
か
き
混
ぜ

な
が
ら
弱
火
で
煮
溶
か
す
。
甘
酒
を
加
え
て
、
さ
ら

に
弱
火
で
煮
る
。

② 

生
姜
汁
に
混
ぜ
、
水
で
濡
ら
し
た
バ
ッ
ド
に
流
し
入

れ
、
冷
や
し
固
め
る
。

③ 

食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
切
り
分
け
て
、
器
に
盛
り
、

黒
み
つ
を
か
け
る
。

１人分の栄養価

エネルギー…106kcal
たんぱく質…1.5g　脂質…0.1g
カルシウム…33mg　塩分…0.1g

材
料
（
４
人
分
）

2014　6/13 号　

■目標　『メタボリックシンドロームにならないよう肥満を予防・解消しよう。』

　生活習慣病は、寝たきりや認知症の発生と関連が深く、健康寿命の延伸を妨げる原因の一つです。
しかし、生活習慣を改善することで、生活習慣病は予防、改善されます。
　町では、生活習慣病の予防、改善のために知識の普及に努め、生活習慣の改善に協力していきます。

甘酒（米こうじのもの）　　　 
 1・1/2カップ
水　　　 　1・1/2カップ
粉寒天 　　　　　　4g
生姜汁 　　　　大さじ1
黒みつ 　　　　　　適宜

■適正体重を知ろう

　BMI( Body Mass Index) は、肥満の判定に用い
られる「体格指数」です。
　あなたの BMI を計算してみましょう。適正体重
を維持することで生活習慣病を予防することがで
きます。健康づくりの第一歩として、毎日体重を
測定し記録してみませんか。

BMI ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

B M I 判　定
18.5 未満 やせ

18.5 以上～ 25 未満 適正体重
25 以上 肥満

■噛ミング 30（カミングサンマル）

　厚生労働省は、ひと口 30 回以上噛んで食べる
ことを目標とする「噛ミング 30」を提唱していま
す。これは、よく噛む食べ方を通じて健康増進を
図ろうというものです。早食いを見直してみませ
んか。

■野菜をたくさんとろう

　成人の野菜摂取量目標量は 1 日 350 ｇです。小
鉢 1 皿分（70 ｇ）を 5 皿と考え、毎食、野菜をとる
ことを心がけませんか。

※体重測定、野菜摂取については、たぶせ・いき
いきスタンプラリー自己目標の対象となっていま
す。チャレンジしてみませんか。

　　　　　　噛むことの利点

問保健センター　　☎５２- ４９９９
健康づくり推進キャラクター

「田布施町健康増進計画」 ～生活習慣病・がん対策編②～

○　消化吸収が良くなり、肥満予防に
○　口の周りに筋肉がつき、発音がきれいに
○　血流がよくなり、脳が活性化

項　目 区分 現状値 目標値

肥満者（BMI25以上）の割合 20歳以上
男性 20.9％ 15％以下

女性 16.4％ 15％以下

噛むことを意識している人の割合 20歳以上 7.1％ 15％以上

１日５皿（350g）以上の野菜を接種する人の割合 20歳以上 3.9％ 8％
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平田川の草刈りが行われました
　５月30日（金）、平田川沿いの草刈りが行われ
ました。
　日差しが照りつける
中、麻郷ふるさとの会

（大室弘樹会長）のメン
バー６名を中心に、草
刈り機で作業を行いま
した。

　５月31日（土）、「第20回たぶせ・城南ホタル
まつり」が開催され、例年以上の盛り上がりを見
せました。

ホタルまつりが開催されました

緑のカーテンで夏を涼しく
　５月27日（火）、地球温暖化対策推進の一環と
して、緑のカーテンづくりに取り組む町民を対象
に、「緑のカーテン設置講習会」が高齢者いきいき
館で開催されました。
　参加者は、ゴーヤ（にがうり）などの苗の定植の
仕方、水やり、ネットの張り方などを実際に体験
し、緑のカーテンへのチャレンジを誓っていまし
た。

Town News
Tabuse

スポーツ少年団結団式を開催
　４月29日（火・祝）、「スポーツ少年団結団式」
がスポーツセンター体育館で行われました。
　式では、団員約250人（12団）を代表して中稲
滉さん（麻郷サッカースポーツ少年団）が団員誓い
の言葉を述べました。
　その後、円盤状のディスクで行う的当て「ディ
スゲッター」を通じて、団員同士の交流を図りま
した。

「マウンテンマウス」によるライブアルプホルンの演奏
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俳
句
・
短
歌

麦
の
穂ほ

青
青
と　

己
れ
に
い
つ
わ
る
事
の
な
し

遠

く

で

船
の

汽

笛　

そ

よ

風

よ

あ

り

が
と

う

コ

ー

ヒ

ー

の　

苦

い

一

日

の

終

わ

り

だ

水

鏡　

万

物

う

つ

し

里

暮

れ

る

算

数

が

嫌

い

で　

草

笛

が

好

き

　
　
　
　

短
歌

花
了お

え
し
桜
の
枝
に
風
吹
け
ば

　
　

残
る
は
な
び
ら
散
る
二
三
片	

藤
田　

京
子

会
い
た
く
も
思
い
叶
わ
ぬ
人
の
名
を

　
　

呼
び
て
雉き

ぎ

す子
は
雨
の
外
に
啼
く	

吉
村　

京
子

つ
く
し
ん
ぼ
つ
ん
つ
ん
覗
く
薄
み
ど
り

　
　

ほ
ぐ
さ
れ
ゆ
か
む
春
の
日
差
し
に	

熊
谷　

玲
子

待
つ
君
の
肩
に
我
が
肩
そ
っ
と
寄
せ

　
　

黙
し
て
歩
く
葉
桜
の
下	

城　
　

恭
子

母
の
掌
に
な
り
し
小
豆
も
終
ひ
な
り

　
　

炊
き
た
る
お
こ
わ
噛
み
し
め
を
り
ぬ	

加
賀
谷
由
紀
子

中
谷
み
さ
と

石
田　

帝
児

部
屋　

慈
音

久
光
ト
キ
子

田
村　

節
子

周
防
一
夜
会

田布施図書館　　　☎５２-２２８８

～新しく入った本の一部を紹介します～

●
話
題
の
本
●

『コロボックル
 絵物語』
   有川　浩 作

　

北
海
道
に
住
む
少
女
ノ
リ
コ
が
、
お

母
さ
ん
の
お
墓
の
近
く
で
出
会
っ
た

「
小
さ
な
生
き
物
」。
彼
ら
と
ト
モ
ダ
チ

に
な
り
た
い
ノ
リ
コ
は
手
紙
を
書
き
、

牛
乳
を
お
そ
な
え
し
ま
し
た
が
…
。
55

年
間
愛
さ
れ
続
け
た
「
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル

物
語
」を
有
川
浩
が
書
き
継
ぐ
。

e メールアドレス　library.tabuse@town.tabuse.yamaguchi.jp

ホームページ　　　http://library.town.tabuse.yamaguchi.jp
６月の休館日

石
の
卵 

山
田　

英
春

目
の
し
く
み
大
研
究 

根
木　
　

昭

ぺ
っ
こ
ぺ
こ
ヒ
グ
マ 

ニ
ッ
ク
・
ブ
ラ
ン
ド

か
ま
き
り
と
し
ま
し
ま
あ
お
む
し

 

降
矢　

な
な

お
と
う
さ
ん
！
お
と
う
さ
ん
！

 
ミ
ス
ミ　

ヨ
シ
コ

り
ん
ご
の
花
が
さ
い
て
い
た 
森
山　
　

京

な
な
い
ろ
レ
イ
ン
ボ
ウ 
宮
下　

恵
茉

　

舞
台
俳
優
・
家
福
は
女
性
ド
ラ
イ

バ
ー
み
さ
き
を
雇
う
。
死
ん
だ
妻
に
つ

い
て
、
彼
は
み
さ
き
に
少
し
ず
つ
語
り

始
め
た
…
。『
文
藝
春
秋
』
掲
載
の
「
ド

ラ
イ
ブ
・
マ
イ
・
カ
ー
」
ほ
か
、
全
６

編
の
短
編
を
収
録
す
る
。

小
分
け
ご
は
ん 

岩
崎　

啓
子

と
き
め
く
収
納
ア
イ
デ
ア
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

 

主
婦
と
生
活
社

満
月
の
道 

宮
本　
　

輝

ケ
モ
ノ
の
城 

誉
田　

哲
也

紅
け
む
り 

山
本　

一
力

廉
恥 

今
野　
　

敏

オ
ー
ル
・
ユ
ー
・
ニ
ー
ド
・
イ
ズ
・
ラ
ブ

 

小
路　

幸
也

国
家
緊
急
権 

橋
爪
大
三
郎

グ
レ
イ 

堂
場　

瞬
一

半
導
体
が
一
番
わ
か
る 

内
富　

直
隆

大
晩
年 

永　
　

六
輔

●
話
題
の
本
●

児
童

一
般

◆
お
し
ゃ
べ
り
箱
お
は
な
し
の
会

　

６
月
28
日（
土
）午
前
10
時
30
分
～

※
場
所
は
図
書
館
２
Ｆ
講
座
室

　『女のいない
 男たち』
   村上　春樹 著

　
　
　
　

麻
郷
俳
句
教
室

は
じ
ま
り
の
青
梅
一
つ
落
ち
に
け
り	

曽
我　

欣
行

大
筵
音
を
散
ら
し
て
梅
お
と
す	

松
根
千
代
子

実
梅
も
ぐ
朝
の
光
に
手
を
の
ば
し	

田
村　

文
代

薫
風
や
浜
辺
に
憩
ふ
車
椅
子	

播
磨　

春
枝

薫
風
や
飛
び
石
渡
る
ハ
イ
ヒ
ー
ル	

岡　
　

倫
子

ラ
ン
ド
セ
ル
揺
ら
し
帰
る
子
風
薫
る	

西
方　

一
惠

風
薫
る
た
ま
に
は
楽
し
ひ
と
り
居
も	

木
舩　

良
枝

2014　6/13 号　

毎週月曜日
月末整理29日（日）



７ 日　七夕飾り作り
14 日　水遊び
25 日（金）調理実習※限定 10 組
28 日　身体測定・水遊び

１ 日　七夕飾り作り
８ 日　プール遊び・おにぎりギュッ！
15 日　プール遊び
22 日　身体測定・プール遊び
29 日　プール遊び

赤ちゃんサロン

10 ： 00 ～ 12 ： 00

【７月行事】

毎週月曜日
０歳児対象

毎週火曜日
１歳児対象

★はいはい

★よちよち 毎週木曜日
２歳児対象★すくすく

   9 :30 ～ 16:00
 12:15 ～ 13:15）

   
9:30 ～ 12:00

３ 日　七夕飾り作り
10 日　プール遊び・おにぎりギュッ！
17 日  プール遊び
24 日  身体測定・プール遊び
31 日  プール遊び

19

月～金曜日
（昼休み

土曜日

16 日（水）　誕生会

★全員対象

  23 日（水）マタニティサロン
　　　　　　　妊婦さん対象　

（Ｈ 25 年４月２日以降生まれ）

（Ｈ24年４月２日～Ｈ25年４月１日生まれ） （Ｈ23年４月２日～Ｈ24年４月１日生まれ）

※水遊び・プール遊びが始まります。

　水着・タオルの用意をお願いします。

※26日（土）は園の行事のため、支援センターはお休みです。

４日（金）　孫サロン

広報たぶせNo.923

社
会
福
祉
協
議
会

☎
53
‐
１
１
０
３

（
４
／
21
～
５
／
20
受
付
分
）

◎施設開放

《子育ての名脇役、孫育ての　　
みなさんを応援しています》

田布施保育園 子育て支援センター ☎５３- １０１２

＊ 

社
会
福
祉
事
業
へ

浄
泉
寺
仏
教
婦
人
会

匿
名
２
件

＊ 

春
の
展
示
即
売
会
の
売
上
げ
を

千
草
会

＊ 

香
典
返
し

真　

殿　

久
保
靜
枝
（
夫
）
正
人

平
生
町　

長
尾
忠
典
（
母
）
實
子

蓮　

輪　

坂
本
武
士
（
母
）
芳
子

大
波
野
中　

田
中
靖
昌
（
母
）
ス
ミ
エ

見
田
団
地　

鳥
枝
秀
則
（
父
）
金
司

岸
田
団
地　

東　

純
子
（
父
）
忠

中　

郷　

林　

健
治
（
母
）
ミ
ナ
コ

名　

倉　

大
畠
一
展
（
母
）
ユ
ミ
子

寿　
　
　

松
岡
幹
雄
（
妻
）
慶
子

一
本
松　

益
永
和
子
（
母
）
石
丸
一
子

匿
名
１
件

＊ 

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
借
用
お
礼

と
し
て

匿
名
２
件

０１２
たぶせ

区　　分 船舶職員（航海士）

受験対象 昭和 50 年４月２日以降に生まれた人

募集人員 １人程度

勤務地 山口県内で警察用船舶を配置している警察署

受験資格
六級海技士（航海）以上及び

一級小型船舶操縦士の両資格を有する人

受付期間 ６月４日（水）～９月８日（月）

　山口県警察では、船舶職員（航海
士）を募集します。詳細は右表のと
おりです。

○受験案内・申込書は、各警察署・
山口県警察本部で配布します。ま
た、山口県警察本部ホームページ
からもダウンロードできます。

○詳細は、警察本部警務課人事係
　（☎０８３ ‐ ９３３ ‐ ０１１０）

にお問い合わせください。

山口県警察で勤務する

船舶職員の募集 ☎２３- ０１１０
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/

1040/index.htm

柳井警察署だより
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経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎

調
査
と
商
業
統
計
調
査

お知らせ
知

　

総
務
省
と
経
済
産
業
省
は
、
平
成

26
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
と

平
成
26
年
商
業
統
計
調
査
を
、
報
告

負
担
の
軽
減
、
効
率
的
か
つ
円
滑
な

調
査
等
の
実
施
の
観
点
か
ら
、
一
体

的
に
実
施
し
ま
す
。

　

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
は
、

す
べ
て
の
産
業
分
野
に
お
け
る
事
業

所
及
び
企
業
の
活
動
の
状
態
を
調
査

し
、
事
業
所
及
び
企
業
の
基
本
的
構

造
を
明
ら
か
に
す
る
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

　

商
業
統
計
調
査
は
、
商
業
を
営
む

事
業
所
に
つ
い
て
、
従
業
者
数
、
商

品
販
売
額
等
を
把
握
し
、
商
業
に
関

す
る
施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
基
準
日
は
7
月
1
日
で
す
。

　

皆
様
の
調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
回

答
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

・
山
口
県
統
計
分
析
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
２
６
５
４

・
企
画
財
政
課　

企
画
係

　

☎
52
‐
５
８
０
３

労
働
保
険
の

年
度
更
新
手
続
き

お知らせ
知

事
業
主
の
み
な
さ
ん
へ

　

労
働
保
険
に
係
る
平
成
25
年
分
の

確
定
保
険
料
と
平
成
26
年
度
分
の
概

算
保
険
料
の
申
告
・
納
付
手
続
き

は
、
６
月
１
日
か
ら
７
月
10
日
ま
で

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
等
を
ご
持
参
さ
れ
る
場
合

　

は
、６
月
2
日
か
ら
に
な
り
ま
す
。

■
電
子
申
請
・
電
子
納
付

　

電
子
申
請
を
行
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
申
告
を
電
子
申
請
し
た

場
合
に
は
電
子
納
付
を
行
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
電
子
政
府
の
総
合
窓
口

http://w
w

w
.e-gov.go.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

６
・
７
月
の
２
カ
月
間
、
山
口
労

働
局
労
働
保
険
徴
収
室
に
、
労
働
保

険
手
続
き
に
係
る
電
子
申
請
体
験

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

■
申
告
書
受
付
相
談
会

　

申
告
書
の
記
入
相
談
・
受
理
、
保

険
料
の
納
付
が
で
き
ま
す
。

◇
日
程
／
場
所

・
６
月
24
日（
火
）

　

光
市
地
域
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
（
光
市
島
田
４
‐
14
‐
３
）

・
６
月
27
日（
金
）

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

　
　
（
柳
井
市
柳
井
尾
上
３
７
１
８
）

◇
受
付
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
問
合
せ
先

　

山
口
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
０
３
６
６

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

証
の
点
字
シ
ー
ル
貼
付

お知らせ
知

  

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
８
月
の

更
新
に
伴
い
新
し
い
保
険
証
を
７
月

下
旬
頃
に
簡
易
書
留
郵
便
に
て
お
送

り
し
ま
す
が
、
希
望
さ
れ
る
方
に
は

点
字
シ
ー
ル
（
封
筒
に
「
保
険
証
在

中
」、
保
険
証
に
「
保
険
証
」
と
点
字

を
打
刻
し
た
も
の
）
を
貼
り
送
付
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

  

点
字
シ
ー
ル
貼
付
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
６
月
25
日（
水
）ま
で
に
ご
連

６
月
は
住
環
境
衛
生

推
進
月
間
で
す

お知らせ
知

 　

環
境
衛
生
に
注
意
し
て
快
適
な

生
活
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
感
染
症
や
食
中
毒
予
防
の
た
め
、

　

衛
生
害
虫
の
防
除
を

　

ね
ず
み
や
ゴ
キ
ブ
リ
等
の
生
活
環

境
へ
の
侵
入
を
防
ぎ
、
駆
除
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

　

駆
除
に
当
た
っ
て
は
、
生
息
場
所

を
確
か
め
、
掃
除
や
食
品
、
残
飯
な

ど
の
管
理
を
し
っ
か
り
行
っ
た
上

で
、
薬
剤
を
使
う
な
ど
す
る
と
効
果

的
で
す
。

■
室
内
空
気
汚
染
予
防
の
た
め
換
気

　

を
し
ま
し
ょ
う

　

気
温
が
高
い
時
期
、
特
に
新
築
、

改
築
、
改
装
後
の
気
密
性
の
高
い
建

物
は
換
気
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

夏
期
に
、
建
物
を
長
く
締
め
切
っ

て
い
た
と
き
は
、
十
分
換
気
を
し
ま

し
ょ
う
。
窓
に
よ
る
換
気
は
、
場
所

が
離
れ
た
２
カ
所
の
窓
を
開
け
る
と

効
果
的
で
す
。

◇
問
合
せ
先

・
柳
井
保
健
所

　

☎
22
‐
３
６
３
１

絡
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　

健
康
保
険
課  

保
険
年
金
係

　

☎
52
‐
５
８
０
９

不
妊
専
門
相
談
会

相  談
相

◇
日
時　

７
月
25
日（
金
）

　

午
後
３
時
～
午
後
５
時（
予
約
制
）

◇
場
所

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　

２
階　

ク
リ
ニ
ッ
ク
室

◇
専
門
相
談
担
当
者　

○
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推

進
機
構　

徳
山
中
央
病
院

　

産
婦
人
科
医
師　

伊
藤　

淳
医
師

○
臨
床
心
理
士
・
生
殖
心
理
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー　

今
井　

佳
子
先
生

◇
相
談
内
容

　

不
妊
に
関
す
る
相
談
、
悩
み
や
ス

ト
レ
ス
、
不
妊
治
療
に
関
す
る
情

報
提
供
な
ど

◇
申
込
方
法　

事
前
に
電
話
で
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

◇
費
用　

無
料

◇
申
込
期
限　

７
月
18
日（
金
）

◇
そ
の
他

　

秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の
で
ご
安

心
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課　

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

　

柳
井
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
22
‐
３
６
３
１
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県
で
は
、
労
働
問
題
に
精
通
し
た

専
門
の
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
る
労

働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
を
開
設
し
て
い
ま

す
。
賃
金
、
労
働
時
間
、
残
業
、
雇

用
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
、
各
種
の
労
働

相
談
を
電
話
に
よ
り
承
り
ま
す
。

※
労
働
基
準
法
違
反
が
疑
わ
れ
る
事

務
所
に
対
す
る
指
導
・
監
督
等
の

ご
相
談
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署
に
お
願
い
し
ま
す
。

◇
開
設
場
所　

山
口
県
労
働
政
策
課

◇
電
話
番
号

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
２
３
２

◇
相
談
員　

　

社
会
保
険
労
務
士

◇
相
談
料　

無
料

プ
ー
ル
開
き
は

７
月
19
日（
土
）で
す

お知らせ
知

　

田
布
施
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
内

プ
ー
ル
を
一
般
開
放
し
ま
す
。

◇
期
間

　

７
月
19
日（
土
）～
８
月
30
日（
土
）

※
台
風
襲
来
時
、
Ｐ
Ｍ
２
．
５
警
報

お
よ
び
雷
警
報
発
令
時
点
、
雨
等

に
よ
る
水
温
低
下
（
22
℃
以
下
）

の
場
合
、使
用
中
止
と
な
り
ま
す
。

◇
休
館
日　

毎
週
月
曜
日

※
７
月
25
日
（
金
）
は
町
内
小
学
生

水
泳
記
録
会
の
た
め
休
み

◇
料
金
（
１
時
間
）

・
高
校
生
以
上　

１
６
０
円

　
（
町
外
該
当
者
は
３
２
０
円
）

・
中
学
生
以
下　
　

８
０
円

　
（
町
外
該
当
者
は
１
６
０
円
）

◇
開
放
時
間　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

※
正
午
～
午
後
１
時
は
昼
休
み
の
た

め
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

◇
問
合
せ
先

　

田
布
施
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
３
８
３
２

以下は広告スペースです。「広報たぶせ」に掲載している内容とは関係ありません。

　

ク
・
パ
ラ
オ
諸
島
／
ボ
ル
ネ
オ
・

　

マ
レ
ー
半
島
／
フ
ィ
リ
ピ
ン（
１

　

次
）／
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
／
ミ
ャ
ン

　

マ
ー（
１
次
）／
台
湾
・
バ
シ
ー
海

　

峡
／
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア（
２
次
）／

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
・
イ
ン
ド（
２
次
）／

　

フ
ィ
リ
ピ
ン（
２
次
）／
中
国

・
特
定
地
域

　

西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
／
ビ
ス
マ
ー

　

ク
諸
島
／
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ

　

ー
ト
諸
島

◇
問
合
せ
先

　

日
本
遺
族
会
事
務
局

　

☎
０
３
‐
３
２
６
１
‐
５
５
２
１

◇
申
込
先

　

一
般
財
団
法
人
山
口
県
遺
族
連
盟

　

〒
７
５
３
‐
０
０
５
１

　

山
口
市
旭
通
り
1
‐
11
‐
6

　

☎
０
８
３
‐
９
２
５
‐
１
３
１
３

戦
没
者
遺
児
に
よ
る

　
慰
霊
友
好
親
善
事
業

お知らせ
知

  

日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺
児

に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参

加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

同
事
業
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
補

助
を
受
け
実
施
し
て
お
り
、
先
の
大

戦
で
父
等
を
亡
く
し
た
戦
没
者
の
遺

児
を
対
象
と
し
て
、
父
等
の
戦
没
し

た
旧
戦
域
を
訪
れ
慰
霊
追
悼
を
行
う

と
と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好

親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

◇
参
加
費　

９
万
円

◇
実
施
地
域

・
広
域
地
域

　

旧
満
州
／
西
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
／

　

旧
ソ
連
／
マ
リ
ア
ナ
諸
島
／
東
部

　

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア（
１
次
）／
ト
ラ
ッ

　

事
業
者
が
18
歳
未
満
の
人
を
ア
ル

バ
イ
ト
と
し
て
雇
用
し
、
仕
事
を
さ

18
歳
未
満
の

　
　
雇
用
に
つ
い
て

お知らせ
知

労
働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

の
ご
利
用
を
！

お知らせ
知

◇
相
談
日

　

月
曜
日
～
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
６
時

　
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
こ
の
他
、
県
で
は
「
あ
っ
せ
ん
」

も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

   

（http://w
w

w
.pref.yam

aguchi.
lg.jp/cm

s/a34000/index/

）

せ
る
と
き
に
は
、
労
働
基
準
法
に
よ

り
労
働
条
件
通
知
書
の
交
付
義
務
、

時
間
外
・
休
日
労
働
の
禁
止
な
ど
の

規
定
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

　

下
松
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
８
３
３
‐
41
‐
１
７
８
０

　

広
報
５
月
23
日
号
２
ペ
ー
ジ

「
ご
み
袋
（
可
燃
大
）
の
材
質
を
変

更
」
で
、
問
合
せ
先
で
あ
る
熊
南

総
合
事
務
組
合
の
電
話
番
号
が

「
☎
０
８
２
０
‐
57
‐
５
８
１
０
」

と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

「
☎
０
８
２
０
‐
57
‐
０
５
３
０
」

の
誤
り
で
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

お
詫
び
と
訂
正
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◇
受
験
資
格　

　

平
成
26
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
人

税
務
職
員
採
用
試
験

試  験
試

パ
ソ
コ
ン
・
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ナ
ー
講
習

講  習
講

◇
対
象

　

就
職
を
希
望
す
る
55
歳
以
上
で
、

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
し
て

　

い
る
人

◇
期
間

　

７
月
14
日（
月
）～
７
月
24
日（
木
）

　

土
・
日
・
祝
を
除
く
８
日
間

　

９
時
30
分
～
16
時

◇
場
所　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

業
務
改
善
助
成
金
を

活
用
し
ま
せ
ん
か

お知らせ
知

　

こ
の
助
成
金
は
、
中
小
企
業
の
賃

金
と
業
務
の
改
善
を
国
が
支
援
し
、

従
業
員
の
賃
金
引
上
げ
を
図
る
た
め

の
制
度
で
す
。
平
成
24
年
度
に
は
全

国
で
１
６
０
０
余
り
の
中
小
企
業
事

業
主
が
積
極
的
に
こ
の
助
成
金
を
活

用
し
て
い
ま
す
。
県
内
の
中
小
企
業

事
業
主
の
方
々
も
ぜ
ひ
積
極
的
な
活

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
支
給
要
件

①
賃
金
引
上
計
画

　

事
業
場
内
で
時
間
給
（
月
給
者
の

場
合
は
時
間
換
金
額
）
が
最
も
低

い
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・

ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
）
の
賃
金

（
８
０
０
円
未
満
）
を
１
年
で
40

円
以
上
引
き
上
げ
る
計
画
を
策
定

し
、
実
施
す
る
こ
と

②
業
務
改
善
計
画

　

労
働
能
率
の
増
進
に
資
す
る
設

備
・
器
具
の
導
入
や
就
業
規
則
の

作
成
等
に
つ
い
て
の
計
画
を
、
労

働
者
の
意
見
を
聞
い
て
作
成
し
、

実
施
す
る
こ
と

◇
支
給
額

　

業
務
改
善
の
経
費
の
２
分
の
１

（
企
業
規
模
30
人
以
下
の
事
業

場
は
４
分
の
３
）
で
、
上
限
が

１
０
０
万
円

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

山
口
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎
０
８
３
‐
９
９
５
‐
０
３
７
２

　

山
口
県
最
低
賃
金

　
　
　
　

総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
２
６
０
６

プ
ー
ル
監
視
員
を

　
　
　
募
集
し
ま
す

募集
募

◇
募
集
定
員　

10
人

◇
対
象
者

　

・
高
校
生
以
上
で
泳
げ
る
人

　

・
10
日
以
上
勤
務
可
能
な
人

◇
賃
金

　

時
給
７
４
０
円

◇
勤
務
日
数

　

20
日
程
度
（
３
人
１
組
で
勤
務
）

◇
期
間
お
よ
び
時
間

　

７
月
19
日（
土
）～
８
月
30
日（
土
）

　
（
休
館
日
を
除
く
）

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

◇
申
込
期
間

　

６
月
20
日（
金
）～
７
月
５
日（
土
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
電
話
で
の
申
込
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

面
接
等
を
行
い
決
定
し
ま
す
。

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

田
布
施
町
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
３
８
３
２

◇
試
験
の
程
度

　

高
校
卒
業
程
度

◇
受
験
申
込
方
法

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

　

専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　
（http://w

w
w

.jinji-shiken.　

　

go.jp/juken.htm
l

）

・
郵
送
ま
た
は
持
参
で
申
込
み

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
が
で
き

な
い
場
合
は
、
第
１
次
試
験
地
を

管
轄
す
る
人
事
院
地
方
事
務
局
に

郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
っ
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
申
込
期
間　

　

６
月
23
日（
月
）～
７
月
２
日（
水
）

※
郵
送
ま
た
は
持
参
の
場
合
は
６
月

　

26
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

◇
１
次
試
験

・
試
験
日　

９
月
７
日（
日
）

・
試
験
種
目　

　

基
礎
能
力
試
験
、
適
性
試
験
、
作

文
試
験

◇
受
験
申
込
書
請
求
・
問
合
せ
先

・
〒
７
３
０
‐
８
５
２
１

　

広
島
市
中
区
上
八
丁
堀
６
‐
30

　

広
島
国
税
局
総
務
部

人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

　

☎
０
８
２
‐
２
２
１
‐
９
２
１
１

・
光
税
務
署
総
務
課

　

☎
０
８
３
３
‐
71
‐
０
１
６
６

◇
内
容

　

パ
ソ
コ
ン
の
基
礎
操
作
お
よ
び
ビ

　

ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
の
習
得

◇
参
加
料　

無
料

◇
募
集
人
員　

20
名

　
（
就
職
意
欲
の
高
い
方
を
優
先
し
、

郵
送
に
て
通
知
）

◇
申
込
期
限　

６
月
30
日（
月
）

◇
申
込
方
法　

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の

「
受
講
申
込
書
」を
郵
送

◇
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

　

☎
０
８
３
‐
９
２
１
‐
６
０
７
０

60
周
年
記
念
誌
の

写
真
を
募
集
し
ま
す

お知らせ
知

　

田
布
施
町
は
、
昭
和
30
年
1
月
の

1
町
3
村
（
旧
田
布
施
町
、城
南
村
、

麻
郷
村
、
麻
里
府
村
）
合
併
か
ら
60

年
を
迎
え
ま
す
。
町
で
は
「
田
布
施

町
合
併
60
周
年
記
念
誌
」
を
作
成
す

る
予
定
と
し
て
お
り
、
田
布
施
町
の

60
年
間
の
出
来
事
等
の
写
真
を
広
く

募
集
し
て
い
ま
す
。

◇
募
集
内
容

　

合
併
前
・
後
の
町
の
風
景
、
町
並

み
、
行
事
の
写
真
、
ま
た
資
料
な

ど
（
特
に
昭
和
期
の
写
真
）

◇
連
絡
・
問
合
せ
先

　

企
画
財
政
課　

企
画
係　

　

☎
52
‐
５
８
０
３



23 広報たぶせNo.923

　法務省主唱の「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が、
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。

　犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えましょう。また、
犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えましょう。そして、
これらのことについて、地域社会の理解と協力の輪を広げま
しょう。

◇問合せ先　山口保護観察所　企画調整課
　　　　　　☎０８３ ‐ ９２２ ‐ １３２７

７
月
は

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

強
調
月
間
　
　

犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ

■
狩
猟
免
許
試
験

◇
日
時　

８
月
24
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

◇
場
所　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

　
（
柳
井
市
柳
井
３
７
１
８
番
地
）

※
試
験
日
の
前
日
に
、
同
会
場
に
お

　

い
て
、
社
団
法
人
山
口
県
猟
友
会

　

主
催
に
よ
る
狩
猟
者
講
習
会
が
開

　

催
さ
れ
ま
す
。

◇
手
数
料

・
新
規
受
験
者　

…
…
５
２
０
０
円

・
既
に
免
許
を
所
持
し
、
さ
ら
に
他

　

の
種
類
の
狩
猟
免
許
を
受
験
す
る
人

　
　
　
　
　
　
　

…
…
３
９
０
０
円

◇
申
請
書
の
配
布
・
受
付

　

山
口
県
柳
井
農
林
事
務
所

◇
申
請
書
の
申
込
期
限

　

８
月
15
日
（
金
）
午
後
５
時

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効

◇
助
成
制
度

　
「
わ
な
猟
免
許
」
お
よ
び
「
第
一

　

種
銃
猟
免
許
」
の
新
規
取
得
者
に

　

対
す
る
助
成
制
度
の
説
明
会
は
狩

　

猟
者
講
習
会
に
お
い
て
、
申
請
手

　

続
き
等
の
詳
細
を
説
明
し
ま
す
。

■
狩
猟
免
許
更
新

◇
日
時　

７
月
17
日
（
木
）

　

午
後
１
時
～

◇
場
所　

山
口
県
柳
井
総
合
庁
舎

◇
手
数
料　

２
９
０
０
円

◇
申
請
書
の
配
布
・
受
付

　

山
口
県
柳
井
農
林
事
務
所

◇
申
請
書
の
申
込
期
限

　

７
月
10
日
（
木
）
午
後
５
時

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効

■
問
合
せ
先

◇
狩
猟
免
許
試
験
・
更
新
に
つ
い
て

　

山
口
県
岩
国
農
林
事
務
所

　

☎
０
８
２
７
‐
29
‐
１
５
６
７

◇
助
成
制
度
に
つ
い
て

　

山
口
県
自
然
保
護
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐
３
０
５
０

狩
猟
免
許

　
　
試
験
・
更
新

試  験
試

山
口
県
立
病
院
機
構

職
員
採
用
試
験

試  験
試

◇
募
集
人
数（
配
属
予
定
病
院
）

・
助
産
師　

３
人
程
度

　
（
山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
）

・
看
護
師　

40
人
程
度

　
（
山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
）

・
看
護
師　

５
人
程
度

　
（
山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー
）

◇
受
験
資
格

　

昭
和
30
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、
受
験
職
種
に
応
じ
た

免
許
を
有
す
る
人
、
平
成
27
年
３

月
31
日
ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得

す
る
見
込
み
の
人
ま
た
は
平
成
27

年
２
月
実
施
予
定
の
助
産
師
国
家

試
験
も
し
く
は
看
護
師
国
家
試
験

に
合
格
し
当
該
免
許
を
取
得
す
る

見
込
み
の
人

◇
受
験
手
続

①
受
験
の
申
込
み

　

山
口
県
立
病
院
機
構
本
部
事
務
局

に
、
受
験
申
込
書
・
受
験
票
・
自

己
紹
介
カ
ー
ド
の
３
つ
を
提
出

※
山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
・

山
口
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン

タ
ー
・
山
口
県
立
病
院
機
構
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
提
出
書
類
の
様

式
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

②
応
募
期
間

・
Ａ
日
程

　

４
月
10
日（
木
）～
7
月
25
日（
金
）

・
Ｂ
日
程

　

４
月
10
日（
木
）～
９
月
５
日（
金
）

③
受
験
票
の
交
付

　

申
込
受
付
締
切
後
、
受
験
票
を
郵
送

※
受
験
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
試
験
日

・
Ａ
日
程　

８
月
17
日（
日
）

・
Ｂ
日
程　

９
月
28
日（
日
）

◇
試
験
会
場

　

山
口
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

◇
問
合
せ
先

　

山
口
県
立
病
院
機
構
本
部
事
務
局

　

☎
０
８
３
５
‐
28
‐
３
３
１
１
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　豊かな自然に恵まれ、歴史と伝統をうけついだわ
たくしたち田布施町民は、力を合わせ、活力にみち
未来に輝く田布施を築くため、この憲章を定めます。

町の木

クロガネモチ

町の花

コバノミツバツツジ

    

広
報
た
ぶ
せ

  NO.923

平
成
26
年

６
月
13
日

田 布 施 町 民 憲 章

　１.　健康で明るいくらしにつとめます
　１.　豊かな心を養い、文化を高めます
　１.　暖かい家庭を築き、伸びゆく力を育てます
　１.　人に親切にし、互いに助けあいます
　１.　きまりを守り、平和なふるさとをつくります

＊
「
広
報
た
ぶ
せ
」
の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
53
‐
１
１
０
３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

　

こ
ん
に
ち
は
。
協
力
隊
と
し
て
活
動
を

始
め
て
早
い
も
の
で
１
年
２
ヶ
月
が
経
ち

ま
し
た
。

　

ご
報
告
で
す
が
、
私
た
ち
は
お
か
げ
様

で
４
月
に
結
婚
を
し
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ

未
熟
者
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
夫
婦
で
頑

張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
活
動
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
体
験
農
園

計
画
で
す
。
50
年
近
く
耕
作
放
棄
さ
れ
た

土
地
を
開
墾
し
、
収
穫
の
喜
び
を
伝
え
た

り
、
食
育
の
機
会
を
与
え
る
場
所
を
作
る

べ
く
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。
一
番
の
狙

い
は
、
都
市
部
の
方
々
が
定
期
的
に
田
布

施
を
訪
れ
、
実
際
に
魅
力
に
触
れ
て
も
ら

い
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
移
住
フ
ェ
ア
に
向

け
て
の
取
り
組
み
で
す
。
移
住
フ
ェ
ア
と

は
、
移
住
を
考
え
て
い
る
人
が
地
域
に
つ

い
て
知
る
き
っ
か
け
を
作
る
数
少
な
い
イ

ベ
ン
ト
で
す
。
私
達
は
人
口
減
少
や
担
い

手
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
は
移
住
者
を

　

問
企
画
財
政
課　

企
画
係

　
　
　
　
　

☎
52
‐
５
８
０
３

呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
田
布
施
町
は
移
住
を
考
え
る

人
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。
協
力
隊
の
役
割
と
し
て
大
切

な
の
は
、
ま
ず
田
布
施
を
知
っ
て
も
ら
う
こ

と
。
そ
し
て
「
田
布
施
は
こ
ん
な
に
い
い
と

こ
ろ
だ
よ
。こ
ん
な
に
住
み
や
す
い
よ
。」と
、

ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め

に
必
要
な
ツ
ー
ル
を
現
在
作
成
中
で
す
。
枝

里
香
隊
員
は
得
意
な
デ
ザ
イ
ン
力
を
生
か
し

て
、
の
ぼ
り
や
ハ
ッ
ピ
、
ポ
ス
タ
ー
を
。
敬

太
郎
隊
員
は
映
像
制
作
の
ス
キ
ル
を
生
か
し

て
フ
ェ
ア
用
の
映
像
を
作
っ
て
い
ま
す
。
少

し
で
も
興
味
を
示
し
て
く
れ
る
人
が
増
え
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
皆
様
に
お
願
い
で
す
。
空
き
家
の

情
報
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
が
移

住
先
を
探
し
て
い
た
と
き
、
ま
ず
目
を
通
し

た
の
は
空
き
家
情
報
で
し
た
。
利
用
可
能
な

物
件
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は
移
住
の
可
能

性
を
広
げ
て
く
れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
通
信

　

藤
田  

敬
太
郎
・
枝
里
香 

　滞納が続くと、納期から本税（料）納付までの経過日数に
応じて延滞金が加算されます。督促手数料や延滞金を含めて
完納とならない場合滞納処分を受けることになります。
　やむを得ず納期限までに納付できない事情のある人など
の、納付に関する相談もお受けします。

６月・７月
休日・夜間納税（相談）窓口

◇納付場所　  町役場１階 税務課窓口
◇対象および内容の問合せ先

■休日昼間納税（相談）窓口（８:30 ～ 17:00）
　６月 29 日（日）   ７月 27 日（日）
■平日夜間納税（相談）窓口（～ 20:00）
　６月 30 日（月）   ７月 31 日（木）

　町県民税・固定資産税・軽自動車税
　　　　　　………税　務　課 ☎５２- ５８０４
　国民健康保険税 ･ 後期高齢者医療保険料 ･ 介護保険料
　　　　　　………健康保険課 ☎５２- ５８０９
　保育料および児童クラブ保育料
　　　　　　………町民福祉課 ☎５２- ５８１０
　町営住宅使用料および駐車場使用料
　　　　　　………建　設　課 ☎５２- ５８０７
　下水道受益者負担金…建　設　課 ☎５２- ５８１７

○町県民税	 （１期）
今月の

納期

耕作放棄地を開墾する

　　　　　敬太郎隊員

人口と世帯 人口 15,960  人

  男 7,578  人 
  女 8,382  人 
世帯 6,998 世帯

（増減 ＋ 10 人）（５月１日現在）

＊
「
広
報
た
ぶ
せ
」
の
点
字
版
ま
た
は
音
訳
テ
ー
プ
を
お
届
け
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
53
‐
１
１
０
３
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　


